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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１表示部を設けた第１筺体と、第２表示部とを備えた第２筺体とにより構成された携
帯端末装置であって、
　自機のバッテリー残量を検出する残量検出部と、
　前記残量検出部により検出されたバッテリー残量が第１の値より大きいか否かを判定す
る判定部と、
　前記第１筺体に対する前記第２筺体の相対位置が、前記第１表示部は視認可能であって
前記第２表示部が前記第１筐体にて覆われる位置にあるか否かを検出する位置検出部と、
　前記第１表示部の明るさ及び前記第２表示部の明るさを設定する設定手段と、を備え、
　前記設定部は、前記残量検出部において検出されたバッテリーの残量が第１の値より小
さい場合において、自機が前記位置にあるときは第１の明るさにて前記第１表示部の明る
さを設定し、自機が前記位置に無いときは、第１の明るさより暗い第２の明るさにて前記
第１表示部及び前記第２表示部の明るさを設定すること、
　を特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の表示画面を有する携帯端末装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、タッチパネルを搭載した携帯端末装置が登場している。ユーザは、タッチパネル
を搭載した携帯端末装置に対する入力操作を、タッチパネル上に表示された操作キーによ
って行うことができる。そのため、従来の携帯端末装置等に設けられている物理的な操作
キーを設けるスペースを狭くすることが可能となり、空いたスペースを利用して、複数の
タッチパネルを携帯端末装置に搭載することができる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、折りたたみ式の携帯電話装置を構成する２つの筐体の各々に
、タッチパネルを配置した画面を設けた携帯電話装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－５０３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の携帯電話装置のように、タッチパネルを配置した画
面を複数備えた場合には、使用される電力が画面の数に比例して増えるので消費電力が多
くなる。そのため、タッチパネルを配置した画面を複数備えない場合と比較して、携帯端
末装置の動作時間が短くなるという問題がある。従って、タッチパネルを配置した画面に
て使用される電力を如何に低減するかが求められている。
【０００６】
　そこで、本発明は係る問題に鑑みてなされたものであり、複数表示画面を配置した画面
のバックライトを自機のバッテリー残量等に応じて適切に制御することにより、消費され
る電力を低減させることが可能な携帯端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯端末装置は、第１表示部を設けた第１筺
体と、第２表示部とを備えた第２筺体とにより構成された携帯端末装置であって、自機の
バッテリー残量を検出する残量検出部と、前記残量検出部により検出されたバッテリー残
量が第１の値より大きいか否かを判定する判定部と、前記第１筺体に対する前記第２筺体
の相対位置が、前記第１表示部は視認可能であって前記第２表示部が前記第１筐体にて覆
われる相対位置にあるか否かを検出する位置検出部と、前記第１表示部の明るさ及び前記
第２表示部の明るさを設定する設定手段と、を備え、前記設定部は、前記残量検出部にお
いて検出されたバッテリーの残量が第１の値より小さい場合において、自機が前記相対位
置にあるときは第１の明るさにて前記第１表示部の明るさを設定し、自機が前記相対位置
に無いときは、第１の明るさより暗い第２の明るさにて前記第１表示部及び前記第２表示
部の明るさを設定すること、を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成を備えることにより、複数の表示部を備えた携帯端末装置において、複数の表
示部にて消費される電力を低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】携帯電話機１００の外観斜視図である。
【図２】記憶部１０９が記憶しているテーブルＴ１を説明するための図である。
【図３】携帯電話機１００の構成図である。
【図４】携帯電話機１００の制御処理の遷移を説明するための図である。
【図５】その他の実施の形態（１）に係る携帯電話機１００の制御処理を示すフローチャ
ートである。



(3) JP 5355466 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

【図６】携帯電話機１００の表示画面の一例を示すための図である。
【図７】タッチパネルのバックライトの明るさの一例を示すための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る携帯端末装置の実施の形態としてのスライド型の携帯電話機について説明
する。本実施の形態に係るスライド型の携帯電話機は、自機に設けられた複数のタッチパ
ネルのバックライトの明るさを、電池の電圧及びスライド型の携帯電話機の開閉動作に応
じて制御することを特徴としている。以下、上述の特徴を備えたスライド型の携帯電話機
について説明する。
【００１１】
　図１は、スライド型の携帯電話機１００の外観斜視図である。携帯電話機１００は、上
部筐体１０１と、下部筐体１０２とで構成されている。上部筐体１０１には、スピーカ１
０３、マイク１０４、静電容量式タッチパネル１０５（以下、タッチパネル１０５ともい
う）が設けられている。下部筐体１０２には、静電容量式タッチパネル１０６（以下、タ
ッチパネル１０６ともいう）が設けられている。各タッチパネル上には、カーソルキーや
テンキー等のキー群やアイコン等が表示され、ユーザは、これらを指等でタッチすること
により各種操作を行うことができる。また、上部筐体１０１と下部筐体１０２とは開閉可
能に連結されている。
【００１２】
　図１（Ａ）は、上部筐体１０１と下部筐体１０２とが閉じた位置にある場合の外観斜視
図である。閉じた位置（以下、閉状態ともいう）とは、上部筐体１０１が、下部筐体１０
２のタッチパネル１０６を覆うような相対位置にある場合である。
【００１３】
　図１（Ｂ）は、上部筐体１０１と下部筐体１０２とが開いた位置にある場合の外観斜視
図である。開いた位置（以下、開状態ともいう）とは、上部筐体１０１に設けられたタッ
チパネル１０５と下部筐体１０２に設けられたタッチパネル１０６とを同一方向からの視
認が可能な関係となる相対位置である。
〔構成〕
　図３は、携帯電話機１００の構成図である。携帯電話機１００は、無線部１０８、マイ
ク１０４、スピーカ１０３、信号処理部１１１、開閉検出部１１０、静電容量式タッチパ
ネル１０５、静電容量式タッチパネル１０６、記憶部１０９、制御部１１６、電池残量検
出部１１９、及び電池１２０により構成されている。
【００１４】
　無線部１０８は、アンテナ１０７を介して送受信する信号の変復調を行う。
【００１５】
　信号処理部１１１は、マイク１０４から入力される音声信号を、無線部１０８を介して
送信するための処理や、アンテナ１０７から無線部１０８を介して受信した音声信号を、
スピーカ１０３へ出力するための処理を行う。
【００１６】
　マイク１０４は、入力された音声を音声信号として信号処理部１１１へ出力する。
【００１７】
　スピーカ１０３は、信号処理部１１１にて処理された音声信号を音声として出力する。
【００１８】
　静電容量式タッチパネル１０５は表示部１１２及び入力部１１３を、静電容量式タッチ
パネル１０６は表示部１１４及び入力部１１５を備えて構成されている。
【００１９】
　表示部１１２、１１４は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
を含み、制御部１１６からの指示に基づいて、文字やアイコン等の画像をＬＣＤに表示す
る機能を有している。また、後述する輝度制御部からの指示に基づいて、ＬＣＤのバック
ライトの明るさ（以下、タッチパネルのバックライトの明るさとも称する）を制御する機
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能を有している。
【００２０】
　入力部１１３、１１５は、静電容量の変化に基づいてユーザによるタッチを検出し、検
出した座標値（Ｘ、Ｙ）を制御部１１６に出力する。具体的な方法を説明する。入力部１
１３、１１５は、各座標値における電荷の値を算出し、電荷の値が所定値を超えた場合に
、ユーザにより押圧されたと判定する。そして、電荷の値が所定値を超えた座標値（ユー
ザにより押圧された位置）をユーザによるタッチ位置とし、制御部１１６に出力する。ま
た、ユーザによるタッチを検出している間、単位時間（例えば１５ｍｓｅｃ）毎に、ユー
ザによるタッチ位置の座標値（Ｘ、Ｙ）を制御部１１６に出力する。また、入力部１１３
、１１５はタッチ位置における電荷が所定値を下回った場合には、ユーザによる押圧が解
除されたと判定する。そして、電荷の値が所定値を下回った座標値（ユーザによる押圧が
解除された位置）をユーザによるデタッチ位置とし、制御部１１６に出力する。
【００２１】
　記憶部１０９は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、不揮発性ＲＡＭ、フラッシュメモリ
、ＨＤＤ等で構成され、制御部１１６で処理されるプログラム等を記憶する。また、記憶
部１０９は、ユーザによるタッチを検出している間、入力部１１３，１１５から出力され
る座標値を単位時間（例えば１５ｍｓｅｃ）毎に記憶する機能を有する。記憶部１０９は
、更に、表示部１１２、１１４のバックライトの明るさの設定値を記憶している。具体的
には、例えば図２のテーブルＴ１ように、タッチパネルのバックライトの明るさと、明る
さの設定値とを関連付けて記憶している。テーブルＴ１は、携帯電話機１００が開状態又
は閉状態にある場合に、電池の電圧に応じて、タッチパネルのバックライトの明るさをど
のような設定値にて発光させるかが記載されている。設定値は、１から１０までの１０段
階に設定できる。設定値の「１」は、バックライトを最も弱く発光させる設定であり、設
定値が大きくなるにつれて、バックライトはより明るくなる。設定値の「１０」は、バッ
クライトを最も明るく発光させる設定である。図２では、タッチパネル１０５の明るさは
、閉状態だと電池の電圧に関わらず設定値「１０」に設定されおり、開状態にある場合に
は、電池１２０の電圧に応じて設定値が異なるようになっている。また、図７では、開状
態において、電池１２０の電圧が第２の閾値以下の場合におけるタッチパネル１０５及び
１０６のバックライトの明るさについて、図示している。図７（Ａ）では、タッチパネル
１０６の明るさが設定値「４」となっており、タッチパネル１０５のバックライトは消灯
している。一方、図７（Ｂ）では、タッチパネル１０５の明るさが設定値「４」となって
おり、タッチパネル１０６のバックライトは消灯している。
【００２２】
　開閉検出部１１０は、下部筐体１０２に対する上部筐体１０１の相対位置を検出する機
能を有する。具体的には、開閉検出部１１０は、携帯電話機１００が、開状態にあるのか
、閉状態にあるのかを検出する。開閉検出部１１０は、検出した結果を制御部１１６に出
力する。開閉検出部１１０の例としては、例えば上部筐体１０１と下部筐体１０２とに磁
石センサを設けることが考えられる。磁石センサを設けることにより、閉状態にあるとき
は、互いの磁石センサが近接することで電気信号が流れ、開状態にあるときは、磁石セン
サは離れているため電気信号は流れないように構成してもよい。
【００２３】
　電池残量検出部１１９は、電池１２０の電圧を検出する機能を有する。検出した電池１
２０の電圧は、後述する判定部１１７に出力される。尚、本実施の形態では、電池１２０
の電圧を検出することで記載するが、必ずしも検出するのは電圧だけに限られない。電池
残量検出部１１９は、電池１２０の電流や電力を検出することとしてもよい。つまり、電
池１２０の電池残量を検出するものであれば、なんでもよい。
【００２４】
　制御部１１６は、輝度制御部１１８と、判定部１１７とを含んで構成され、携帯電話機
１００の全体動作の制御を行う。制御部１１６は、例えばＣＰＵ（Central Processing U
nit）などの処理手段である。
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【００２５】
　判定部１１７は、電池電圧検出部１１９により検出された電池１２０の電圧と閾値とを
比較し、その結果を輝度制御部１１８に出力する。
【００２６】
　輝度制御部１１８は、入力部１１３、１１５を介してユーザからの入力を検出した場合
に、開閉検出部１１０からの出力及び判定部１１７からの出力に基づいて、記憶部１０９
に記憶されたテーブルＴ１を参照した後に、タッチパネル１０５、１０６のバックライト
を制御する機能を有する。輝度制御部１１８は、バックライトの輝度、照度等を制御する
ことにより、タッチパネルの明るさを制御する。
〔動作の説明〕
【００２７】
　次に、上記構成を備える携帯電話機１００の動作について、図４を用いて説明する。最
初に、携帯電話機１００は、入力部１１３，１１４を介してユーザによる入力を検出する
（図４のＳ１）。携帯電話機１００は、自機が閉状態である場合は、タッチパネル１０５
を介した入力を検出し、自機が開状態にある場合には、タッチパネル１０５及びタッチパ
ネル１０６からの入力を検出する。
【００２８】
　携帯電話機１００は、タッチパネル１０５又はタッチパネル１０６を介してユーザによ
る入力を検出しなかった場合は（Ｓ１のＹＥＳ）、所定時間が経過したか否かを判断する
（Ｓ２）。携帯電話機１００は、所定時間が経過した場合には（Ｓ２のＹＥＳ）、タッチ
パネル１０５、１０６のバックライトを消灯させる（Ｓ３）。
【００２９】
　一方、携帯電話機１００は、タッチパネル１０５又はタッチパネル１０６を介してユー
ザによる入力を検出した場合には（Ｓ１のＮＯ）、自機が開状態であるか、又は閉状態で
あるかを、開閉検出部１１０からの出力に基づいて検出する（Ｓ１１）。開閉検出部１１
０により閉状態であると検出された場合に（Ｓ１１のＮＯ）、輝度制御部１１８は、記憶
部１０９に記憶されているテーブルＴ１に基づいて、タッチパネル１０５のバックライト
を発光させる。具体的には、輝度制御部１１８は、タッチパネル１０５のバックライトを
、設定値「１０」の明るさにて発光させる。
【００３０】
　開閉検出部１１０により開状態であると検出された場合に（Ｓ１１のＹＥＳ）、電池残
量検出部１１９は、電池の電圧を検出する（Ｓ１２）。次に、判定部１１７は、電池残量
検出部１１９により検出された電池１２０の電圧が、記憶部１０９に記憶されている第１
の閾値以下か否かを判定する。輝度制御部１１８は、検出された電池１２０の電圧が第１
の閾値以下でないと判定された場合は、タッチパネル１０５及びタッチパネル１０６のバ
ックライトを、記憶部１０９に記憶されているテーブルＴ１に基づいて発光させる。具体
的には、輝度制御部１１８は、タッチパネル１０５及びタッチパネル１０６のバックライ
トを設定値「１０」の明るさにて発光させる。
【００３１】
　判定部１１７は、電池１２０の電圧が第１の閾値以下と判定した場合には、電池１２０
の電圧が第２の閾値以下か否かを判定する。輝度制御部１１８は、判定部１１７により電
池１２０の電圧が第２の閾値以下でないと判定された場合には、タッチパネル１０５及び
タッチパネル１０６のバックライトを、記憶部１０９に記憶されたテーブルＴ１に基づい
て、設定値「６」にて発光させる。そのため、電池１２０の電圧が、第１の閾値以下かつ
第２の閾値以下でない場合において、携帯電話機１００が開状態にあるときは、タッチパ
ネル１０５及びタッチパネル１０６の明るさは、電池１２０の電圧が第１の閾値を超えて
いる場合の明るさより暗くなる。従って、電池１２０の電圧が低くなった（電池１２０の
残量が少なくなった）場合には、使用するタッチパネルの数に応じてバックライトの明る
さを低下させるので、電池１２０の消費を抑制することができる。
【００３２】
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　また、Ｓ１４のＮＯにて電池１２０の電圧が第１の閾値以下かつ第２の閾値以下でない
場合において自機が開状態であるときは、電池１２０の電圧が第１の閾値を超えている場
合の明るさより低い明るさにてタッチパネル１０５及びタッチパネル１０６のバックライ
トを発光させるが、その後、Ｓ１を経由して、Ｓ１１にて閉状態と検出された場合には、
タッチパネル１０５のバックライトを設定値「１０」にて発光させる。
【００３３】
　電池１２０の電圧が、判定部１１７により第２の閾値以下と判定された場合には（Ｓ１
４のＹＥＳ）、輝度制御部１１８は、タッチパネル１０５及びタッチパネル１０６のうち
、一方のタッチパネルのバックライトを消灯し（Ｓ１５）、もう一方のタッチパネルの明
るさを設定値「４」にて発光させる（Ｓ１６）。この場合に、輝度制御部１１８は、タッ
チパネル１０５及びタッチパネル１０６のうち、Ｓ１にて、ユーザの入力が検出されなか
ったタッチパネルのバックライトを消灯する。そのため、ユーザによる入力を検出した方
のタッチパネルのみのバックライトが発光する。例えば、輝度制御部１１８は、Ｓ１５及
びＳ１６の処理の結果、タッチパネル１０６のバックライトを消灯している場合に、タッ
チパネル１０６にて入力を検出したときは、タッチパネル１０６のバックライトを設定値
「４」で発光させる。そして、タッチパネル１０５のバックライトを消灯させる。
【００３４】
　また、Ｓ１６の後に、Ｓ１１にて閉状態と検出された場合には、タッチパネル１０５の
バックライトを設定値「１０」にて発光させる。
【００３５】
　以上の動作を行うことにより、複数のタッチパネルを使用する場合に、電池の電圧に応
じて、各タッチパネルのバックライトの明るさ制御することができる。
〔その他の実施の形態〕
（１）本実施の形態では、輝度制御部１１８は、電池１２０の電圧が第２の閾値以下の場
合において開状態にあるときは、２つあるタッチパネルのうち一方を消灯することで記載
したが、必ずしもこの場合に限られない。例えば、メールを作成している場合に、一方の
タッチ画面に受信したメールを表示し、もう一方の画面にて受信したメールを見ながらメ
ールを作成するときは、一方のタッチパネルのバックライトを消灯するのは望ましくない
。つまり、携帯電話機１００は、メール作成等、アプリケーションを実行している場合に
は、使用者が一方のタッチパネルに表示されている情報を参考にしながら、もう一方のタ
ッチパネルにて何かしらの入力を行う可能性がある。そのため、アプリケーションの実行
中は、タッチパネルのバックライトを消灯させないこととしてもよい。その場合には、制
御部１１６は、更に、アプリケーションを実行しているか否かを検出するアプリケーショ
ン判定部（不図示）を備える。
【００３６】
　その他の実施の形態（１）に関する動作処理を図５を用いて説明する。尚、図４と同じ
符号番号が割り当てられている処理については、図４の該当する処理と同じため、説明は
省略する。
【００３７】
　アプリケーション判定部は、図５のＳ１４において、電池の電圧が第２の閾値以下と判
定された場合には、アプリケーションが実行中か否かを判定する（Ｓ１７）。輝度制御部
１１８は、アプリケーションが実行中と判定されたときは（Ｓ１７のＹＥＳ）、タッチパ
ネル１０５及びタッチパネル１０６のバックライトを設定値「４」で発光させる（Ｓ１８
）。アプリケーションが実行されていないと判定されたときは（Ｓ１７のＮＯ）、Ｓ１５
へ移行する。
【００３８】
　以上の動作を行うことにより、ユーザの利便性を損なうことなく、電池の電圧に応じて
、各タッチパネルのバックライトの明るさを制御する。尚、アプリケーションとは、メー
ルの送受信又は作成するためのアプリ以外にも、目的地へナビゲーションするためのアプ
リ、音楽ファイルを再生するためのアプリ、動作ファイルを再生するためのアプリ、地上
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波ディジタル放送を受信し出力するアプリ等がある。
（２）本実施の形態におけるＳ１５の処理において、一方のタッチパネルを消灯した場合
には、もう一方のタッチパネルを２画面表示することで対応することとしてもよい。例え
ば、携帯電話機１００は、図6（Ａ）に示すように、タッチパネル１０５に「Ａ」を表示
している場合に、Ｓ１３乃至Ｓ１５の処理の結果、タッチパネル１０６を消灯するときは
、タッチパネル１０６に表示する画像「Ｂ」を、図6（Ｂ）に示すように、タッチパネル
１０５の画面を分割することにより表示してもよい。これにより、１画面でありながら、
２画面の表示をすることができる。
（３）本実施の形態では、静電容量式タッチパネル１０５、１０６の２枚を用いることで
説明したが、必ずしも２つに限定される必要はない。静電容量式タッチパネルを３枚以上
用いることとしてもよい。例えばタッチパネルを３枚用いた場合に、電池の電圧が第１の
閾値以下かつ第２の閾値以下でない場合には、静電容量式タッチパネルを利用する枚数が
増えるにつれて、タッチパネルのバックライトの明るさを低下させることとしてもよい。
具体的には、静電容量式タッチパネルを１枚使用する場合には、使用するタッチパネルの
バックライトの明るさを設定値「１０」と同じ明るさとし、静電容量式タッチパネルを２
枚使用する場合には、使用するバックライトの明るさを設定値「８」とし、静電容量式タ
ッチパネルを３枚使用する場合には、バックライトの明るさを設定値「６」とすることと
してもよい。
【００３９】
　また、タッチパネルを３枚用いた場合において電池の残量が第２の閾値より低いときは
、特定の１枚のタッチパネル以外のタッチパネルについては、全て消灯することとしても
よい。この場合に、特定の１枚のタッチパネルとは、例えばＳ１にてユーザによる入力を
検出しているタッチパネル等である。
（４）本実施の形態では、Ｓ１４のＮＯにて電池１２０の電圧が第１の閾値以下かつ第２
の閾値以下でない場合において自機が開状態であるときは、電池１２０の電圧が第１の閾
値を超えている場合の明るさより低い明るさにてタッチパネル１０５及びタッチパネル１
０６のバックライトを発光させ、その後、Ｓ１を経由して、Ｓ１１にて閉状態と検出され
た場合には、タッチパネル１０５のバックライトを設定値「１０」にて発光させることで
記載した。しかしながら、必ずしもこの場合に限定されない。輝度制御部１１８は、Ｓ１
１にて閉状態と検出された場合は、タッチパネル１０５のバックライトを、設定値「１０
」にて発光させるのではなく、Ｓ２２におけるバックライトの明るさを、例えば設定値「
６」と同じ明るさにて発光させてもよい。
（５）本実施の形態では、Ｓ１６の後に、Ｓ１１にて閉状態と検出された場合には、タッ
チパネル１０５のバックライトを設定値「１０」にて発光させることで記載した。しかし
ながら、必ずしもこの場合に限定されない。輝度制御部１１８は、Ｓ１１にて閉状態と検
出された場合は、タッチパネル１０５のバックライトを設定値「１０」にて発光させるの
ではなく、Ｓ１６におけるバックライトの明るさである設定値「４」と同じ明るさにて発
光させてもよい。
（６）本実施の形態では、タッチパネルを用いることで記載したが、必ずしもこの場合に
限られない。例えば、各表示部と各入力部とを異なる構成としてもよい。具体的には、表
示部としてディスプレイを用い、入力部として操作キーを用いてよい。この場合に、輝度
制御部１１８は、ディスプレイの明るさを設定する。この場合に、Ｓ１５の処理は、操作
された操作キーが、上部筐体１０１及び下部筐体１０２のうち、どちらに設けられている
かによって処理することとしてもよい。
【００４０】
　また、表示部と入力部とが異なる構成となっている場合には、どの表示部に対して入力
がなされているかを判断することで、ディスプレイの明るさを設定することとしてもよい
。例えば、上部筐体１０１に設けられている表示部に対して、下部筐体１０２に設けられ
ている入力部を介して入力を行うときは、上部筐体１０１に設けられている表示部に対し
て入力がなされていると判断してもよい。
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（７）本実施の形態における第１の閾値と第２の閾値とは、例えば３Ｖ及び１．５Ｖであ
ってもよい。また、例えばタッチパネル１０５又はタッチパネル１０６に表示される電池
の残量を示すアイコンにおいて、電池の残量を示すアイコンの様態が変化する電池の電圧
を第１の閾値、第２の閾値としてもよい。
（８）本実施の形態では、Ｓ１５にて一方のタッチパネルのバックライトを消灯すること
で記載した。タッチパネルのバックライトを消灯する場合に、電池１２０の電圧が第２の
閾値以下と判定すると直ぐに消灯するとユーザの利便性が損なわれる虞がある。そのため
、一方のタッチパネルのバックライトを消灯する場合には、例えば、段階的にバックライ
トの明るさを弱めていき最後に消灯することとしてもよい。また、この他にも、例えば、
バックライトを消灯する前にユーザに消灯する旨を画面表示したり、Ｓ１５にて消灯する
と判断してから所定時間経過後に消灯することとしてもよい。
（９）本実施の形態では、Ｓ２３にて、タッチパネル１０５及び１０６のバックライトの
明るさを設定値「６」にて発光させることで記載したが、必ずしも同じ明るさにする必要
はない。例えば、Ｓ２３にてバックライトの明るさを設定値「６」にて発光させた後に、
Ｓ１にてユーザによる入力を検出した場合は、入力を検出したタッチパネルの明るさを「
８」とし、入力を検出しなかったタッチパネルの明るさを「４」とすることとしてもよい
。つまり、入力を検出しているタッチパネルをより明るくし、入力を検出していないタッ
チパネルをより暗くすることとしてもよい。
【００４１】
　この他、本実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術思想の範囲内において、適宜
、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００４２】
　１０３　スピーカ
　１０４　マイク
　１０５　タッチパネル
　１０６　タッチパネル
　１０７　アンテナ
　１０８　無線部
　１０９　記憶部
　１１０　開閉検出部
　１１１　信号処理部
　１１２　表示部
　１１３　入力部
　１１４　表示部
　１１５　入力部
　１１６　制御部
　１１７　判定部
　１１８　輝度制御部
　１１９　電池残量検出部
　１２０　電池
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